
年 ％農 林 漁 業
セ ー フ テ ィ
ネ ッ ト 資 金

一定の要件
を満たす農
業者

年以内

　下記資金は、㈱日本政策金融公庫資金農林水産事業で取り扱っているものです。詳細は福
島支店「024-521-3328」にお問い合わせ願います。

0.60～0.75 10(3) 600万円

資金の種類 資 金 の 使 途 貸 付 限 度 額

（簿記記帳を行っており、農林漁業
経営の規模等から貸付限度額の引上
げが必要であると認められる場合、
経営規模に応じて増額することがで
きる）

24年3月19日現在

貸付利率貸付対象者

  不慮の災害、経営環境の変化等に対し、
農業経営を維持・安定するための資金
①災害により被害を受けた農業経営の再建
に必要な資金
②法令に基づく処分又は行政指導により経
済的損失を受けた農業経営の維持安定に必
要な資金
③社会的又は経済的環境の変化その他の農
業者の責めに帰すことができない事由によ
り、一定の経営状況になっている農業経営
の維持安定に必要な資金

償還期間
(うち据置期間)


